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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う就学援助費の特例措置について 

 

 山武市では、経済的な理由により、お子様を小中学校に就学させるのにお困りの方に対し

て、学用品の購入費や給食費等の援助を行っております(所得制限あり)。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、特例措置を行います。 

 

 ＜審査における特例措置＞ 

 通常、前年１年間の収入にて所得審査を行いますが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より家計が急変した世帯については、直近の収入状況を踏まえた審査を行うことが可能で

す。 

 

 詳しい申請方法などにつきましては、子ども教育課学事係へお問い合わせください。 

 

 ※この特例措置は、令和４年３月３１日までとします。 


